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緊急事態宣言解除に伴う学校の対応等について

保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動に対する御理解・御協力を賜り感謝申し上

げます。

現在、新型コロナウイルス感染症の感染者数等の状況も好転していることから、本県へ

の緊急事態宣言が９月３０日の期限をもって解除となることが決定しました。

これに伴い、本校では下記のとおり、１０月４日（月）から通常登校を再開いたします。

なお、１０月１日（金）は秋季休業日ですので、御承知おきください。

記

１ 当面の日程について

10月 1日（金）秋季休業

4日（月）通常登校（生徒は 10:00集合・出席確認） 後期始業式

5日（火）通常登校（平常授業）

6日（水）通常登校（平常授業） ＊内科検診（Ⅰ部午前 Ⅱ部午後）

7日（木）通常登校（平常授業） ＊歯科検診（Ⅰ部午前 Ⅱ部午後）

8日（金）通常登校（平常授業）

２ 感染症対策について

本校では、検温・消毒等、今後とも感染症対策に万全を期して参ります。御家庭にお

かれましても、マスクの着用等、感染防止対策を徹底していただくとともに、お子様の

体調の変化に一層の御留意をいただき、体調の変化等を把握された場合には、速やかに

主治医等に相談するとともに、学校に御連絡をいただきますよう、改めてお願いいたし

ます。

なお、お子様が登校した際の検温や健康観察等で体調不良等が認められる場合には、

保護者の皆様に御連絡の上、帰宅させ、必要に応じて主治医等に相談するよう指導いた

しますので、御理解いただきますようお願いいたします。

３ Chromebookの活用等について

今後も１人１台パソコン（Chromebook）等を活用し、分散登校等が再度行われる場

合は、速やかに科目ごとにオンライン授業等の対応を考えております。Chromebook の

家庭での管理（充電）等、今後ともご理解のほどお願いいたします。

インターネット環境が不十分である場合は、配慮いたしますので、ゼミ担任と御相談

ください。
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